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お役立ち情報を毎週配信致します！ 是非ご活用ください！ 

 

原油高・物価高騰対策事業者応援補助金公募開始 

岐阜県にて、標記の補助金の公募を開始しました。 

この補助金は、原油高・物価高騰に向けた新分野・新事業への

展開、事業転換や業態転換等に取り組む小規模事業者に対して

経費の一部を補助するもので、当会経営指導員と一緒に事業計

画策定～事業実施まで取り組むものです。 

 

【補助対象者】 

⑴小規模事業者であること 

⑵本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計

画を策定していること 

【補助対象事業】 

⑴策定した「経営計画」に基づいて実施する、原油高・物価高騰対

策に向けた販路開拓、業務効率化などの取り組みであること。 

⑵商工会の支援を受けながら取り組む事業であること 

⑶以下に該当する事業を行うものではないこと。 

・同一内容の事業について国や岐阜県が補助する他の制度（補助

金、委託費等）と重複する事業 

【補助対象経費内容】 

①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等

出展費、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借

料、⑩委託・外注費 

※③ウェブサイト関連費のみによる申請はできません 

また、ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の１／４が上限が

上限となります。 

【補助率】 2/3以内 【補助上限額】 300万円 

【申請締切】 2023年5月17日(水) 

詳細は岐阜県商工会連合会ＨＰに要項等が掲載されていますの

で、申請をご希望の方は一度下記の公募要領をご確認の上、当

会経営指導員までお問合せください。 

類型：「サービス産業・製造業その他産業」 

【岐阜県商工会連合会ＨＰ】 

https://www.gifushoko.or.jp/gifu-jizokuka-r5/ 

類型「新たなチャレンジ」 

【（公財）岐阜県産業経済振興センター】 

https://www.gpcgifu.or.jp/fund/challenge/index.asp 

＊当補助金は、当会経営指導員と一緒に事業計画の策定が必

要であり、策定には時間を要しますので、申請をご希望の方

はお早めにご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

＊申請を希望する事業者の方は4月21日(金)までにご相談い

ただきますようお願い申し上げます。 

ＮＥＸＣＯ中日本 岐阜エリアＳＡ・ＰＡ商談会の案内 

 『困ったなぁ』『どうしよう』 

そのお悩みをお聞かせください。    

☎丹生川 78-2002／☎上宝 86-2354 

 高山北商工会本所 
TEL：0577-72-4130 

FAX：0577-72-4514 

令和 5年度【第１回】起業セミナーの案内 

 これから商売を始める方、商売をやってみたい方を対象に、

起業セミナーを開催します。 

 本セミナーは【経営】【販路開拓】【財務】【人材育成】の4

分野を基礎から学べる内容となっており、年齢性別問わず高山

市内で創業を志す方でしたら、ご参加いただけます。 

 また、全日程を受講し創業計画書の作成並びにセミナー最終

日にプラン発表された方には修了証を発行します。 

詳細および申込については下記URLよりご確認ください。 

【高山商工会議所HP】https://www.takayama-cci.or.jp/ 

 現在NEXCO 中日本事業エリア【岐阜エリア】SA・PA テナントとの

商談会について参加事業者の募集を行っております。 

 自社商品の販路拡大をお考えの事業者は、ぜひご参加ください。 

 

【日 程】 令和５年６月６日（火）、７日（水）  

※商談数に応じていずれか 1 日になる場合があります。 

【会 場】 岐阜県水産会館 大会議室 

（〒500-8384 岐阜市藪田南 1 丁目 11 番 12 号） 

【商談相手】 NEXCO中日本事業エリア【岐阜エリア】SA・PA テナント 

【参加テナント（予定）】 

養老 SA、関 SA、長良川 SA、川島 PA、恵那峡 SA、 

屏風山 PA、虎渓山 PA、内津峠 PA、尾張一宮 PA 

【テナント側ニーズ】 

・地元の有名商材、地域性のある特産品（食品、工芸品）希望、加工

食品（土産品） 

・車中や旅の途中に食べたくなるような自家消費ニーズにマッチす

る商材希望 

・テイクアウトメニュー用の食材（調理に手間が掛からず高単価設定

できるもの） 

・フードコート用の新メニュー用の食材提案も可 

【参加対象】 

商談先の SA、PAで販売可能な商品または商材を取扱う事業者 

【申請について】 

参加希望事業者は4/19(水)までに高山北商工会国府本所へご連

絡ください。 ☎ 0577-72-4130 


